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介護サービス事業者の経営情報

     の報告等について

沖縄県保健医療介護部
高齢者介護課 指導班



制度の概要

〇 介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報に

ついて、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府

県知事に報告することとされており、令和６年４月１

日より施行されている。

〇 介護サービス事業者から都道府県知事への報告は、厚生

労働省において運営するシステム「介護サービス事業者

経営情報データベースシステム」により行われる。



経営情報報告の流れ

経営情報
システム



報告対象となる介護サービス事業者

○ 原則、全ての介護サービス事業者が報告対象。

○ ただし、小規模事業者等に配慮する観点から、事業所・

施設の全てが以下のいずれかに当てはまる介護サービス

事業者は報告対象から除外する。

① 過去１年間で提供を行った介護サービスの対価とし

て支払いを受けた金額が100万円以下のもの

② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができ

          ないことにつき正当な理由があるもの



介護サービス事業者が報告する項目

〇 事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報

〇 事業所・施設の収益及び費用の内容

〇 事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に

      関する事項

〇 その他必要な事項

※上記の他、任意項目として「職種別の給与（給料・賞

与）及びその人数」を求める（通知事項）



報告単位

〇 介護サービス事業者経営情報の報告にあたっては、介護

サービス事業所・施設単位で報告を行うことを基本とす

るが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合

などのやむを得ない場合については、法人単位で報告す

ることとしても差し支えない。

※１ 介護サービス事業に係る事項のみが報告対象

※２ 医療・障害福祉サービスに係る事業等を実施している

場合で、当該サービス等に係る収益や光熱水費等の費

用について介護サービスとの記載が区分されていない

場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに

報告しても差し支えない。



報告方法

〇 介護サービス事業者は、国が構築する「介護サービス事

業者経営情報データベースシステム」上で報告を行う。

〇 具体的には、

【パターン１】損益計算書のCSVファイルをシステムに

アップロード

【パターン２】システムの入力フォームへの直接入力に

より報告（注：紙での報告は不可）

〇 報告フロー

※GBizID（法人・個人事業主向け共通認証システム）によるログイン

ログイン※
損益計算書
アップロード

事業所情報
登録

任意情報
登録

登録完了



報告項目（必須項目）

〇 事業所・施設の名称、経営主体等の基本情報

〇 事業所・施設の収益及び費用の内容

【主な報告項目】

（収益）介護事業収益

（費用）給与費、業務委託費、減価償却費、水道光熱費 等

〇 事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項

・常勤／非常勤に分けて、職種別人員数を報告。

・職種については、介護事業経営実態調査において報告を求めてい

るものと同じ区分で報告。

（例）医師、看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士等

〇 その他の必要な事項

①複数の介護サービス事業の有無

②介護サービス事業以外の事業（医療・障害福祉サービス）の有無



報告項目（任意項目）

〇 事業所・施設の収益及び費用の内容

【主な報告項目】

（収益）サービス別の介護事業収益、介護事業外収益 等

（費用）役員報酬、給食委託費、車両費、材料費 等

〇 事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項

・常勤／非常勤に分けて、給与・賞与別の金額を報告。

〇 その他の必要な事項

①医療における事業収益

②医療における延べ在院者数

③医療における外来患者数

④障害福祉サービスにおける事業収益

⑤障害福祉サービスにおける延べ利用者数



報告期限（令和６年度の報告）

〇 令和６年度内に実施されるべき報告（令和６年３月31日から

同年12月31日までに会計年度が終了する報告）に限り、報告

期限を令和６年度末までとする。



報告期限（令和７年度以降の報告）

〇 各介護サービス事業者の毎会計年度終了後、３か月以内に行う

ものとする。



システムの運用の一時停止について

〇 介護サービス事業者経営情報データベースシステムは、現在、

国においてシステム改修等を行っているため、事業者が実施す

る２回目分以降の報告（令和７年３月以降に終了する会計年度

に係る報告）について、一時的に受付が停止されている。

〇 経営情報の報告は、毎会計年度終了後３月以内に行わなければ

ならないとされているところ、本受付停止との関係で報告がで

きなかった場合においてはこの限りでありません。

〇 ただし、令和６年度内に実施されるべき１回目の報告（令和６

年３月31日から同年12月31日までに決算月を迎えた会計期

      間に係る報告）を行っていない事業所・施設においては、既に

期限を超えていますので、早急に報告してください。



留意事項

〇 介護サービス事業者の経営情報の報告については、介護保険法

第115条の44の２の規定に基づき、原則として全ての介護

サービス事業者に義務付けられているものです。

〇 介護サービス事業者が当該報告をせず、又は虚偽の報告をした

ときは、介護保険法第115条の44の２第６項又は第８項の規

定に基づき、行政処分（命令、効力停止、指定取消等）を受け

る場合がありますので、報告義務を遵守してください。



介護サービス情報の公表制度について
～利用者の適切な事業所選択と事業所のサービスの質の向上を目指して～

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課 指導班

令和７年度集団指導



１．制度の目的と法的根拠

 制度の目的
介護サービスを利用しようとする高齢者やその家族が、数ある事業所・
施設の中から、自分に合ったサービスを適切に選択できるようにするた
め。

全ての介護サービス事業者に公平な公表機会を提供し、サービス内容の
透明性を確保するため。

事業者が自らのサービス内容や運営状況を客観的に把握し、サービスの
質の向上に努めることを促すため。

 法的根拠

介護保険法第115条の35第１項に基づく制度。

指定介護サービス事業者は、都道府県知事へ事業所情報を報告すること
が義務付けられています。

 公表方法

原則として、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表シス
テム」を通じてインターネット上で公表される。



２．公表の対象となる情報
主に以下の３種類の情報が公表の対象となります。

（１）基本情報（事業所・施設の基本的な情報）

●法人情報、事業所の所在地等 ●従業者に関するもの

●提供サービス内容（提供時間、地域等） ●利用料、その他の費用

●事業所の特色（写真、動画、質の向上に向けた取組等）

（２）運営情報（事業所の運営状況に関する情報）

●利用者の権利擁護の取組 ●サービスの質の確保への取組

●相談・苦情等への対応 ●外部機関等との連携

●事業運営・管理の体制 ●安全・衛生管理等の体制

●その他（従業者の研修の状況等）

（３）事業所の財務状況が分かる書類(財務諸表または計算書類等)の報告（R6.４～）

 原則：財務諸表

（損益計算書、貸借対照表及び資金収支計算書（キャッシュフロー計算書））など

※会計基準上求められていない等の事情がある場合、資産、負債及び収支の内容がわか
る簡易な計算書類でも差し支えない



３－１．報告の流れとスケジュール（令和７年度）

以下に該当する場合、
都道府県知事へ
介護サービス情報を報告
• 開設した年度
• 前年度に受けた介護報酬額

が100万円より多い
• 公表を希望する事業所

介護サービス事業所

介護サービス情報公表システム

報告を行った事業所のうち、
以下に該当する場合に調査を実施
①開設から２～３年目の事業所
②調査を希望する事業所

都道府県

利用者・ケアマネ等

報告

必要に応じて調査

報告内容の審査・公表

事業所情報の提供

事
業
所
を
選
択

①

②

③

④



３－２．報告の流れとスケジュール（令和７年度）

※日程は予定のため、変更になる場合があります。

令和７年度 制度実施のスケジュール
事項 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

公表対象事業所の選定

特定福祉用具販売事業所の報酬額調査

事業所毎公表計画の策定・公表

公表対象事業所へ通知（同報メール）

事業所の報告期間（R8.3.31まで）

調査対象事業所への調査

●公表（報告及び調査）対象事業所の選定

１．報告対象事業所
① 実施年度中に新規に指定を受けた事業所を選定

② 各事業所が支払いを受けた前年度の介護報酬額を元に、受けた額が100万円より多い事業所を選定

③ 任意での報告を希望する事業所について、申請を受理

２．調査対象事業所
報告対象事業所②に該当する事業所のうち（設立から２～３年目の事業所）、１度も調査を受けたことがない

事業所を選定



３－３．報告の流れとスケジュール（令和７年度）

【公表計画の策定及び対象事業所への通知】
１ 公表対象として選定した事業所の一覧を、事業所毎公表計画

として県HPに掲載
★事業所毎公表計画の記載事項
①対象事業所 ②報告、調査対象の別
③報告期限 ④調査時期（計画策定時点）

２ 同報メールにて情報公表対象業者へお知らせ

【公表対象事業所が行う作業】

１ 報告対象事業所

通知文に記載の報告期限までに、「介護サービス情報」を報告

★報告する情報 設立１年目：「基本情報」のみ

設立２年目以降：「基本情報」及び「運営情報」

２ 調査対象事業所

上記の報告に加え、報告内容に関する調査を受審

★調査を行う情報：「運営情報」の各項目



３－４．報告の流れとスケジュール（令和７年度）

【調査】調査は沖縄県が指定した以下の指定調査機関により実施

 特定非営利活動法人介護と福祉の調査機関おきなわ

 株式会社沖縄タイム・エージェント
※各調査機関への割り振り及びおよその調査時期については、事業所毎公表計画にて決定

【報告・調査後】
情報公表システムにおいて県担当が報告内容を審査し、以下の通り対応

 修正を要しない事業所
システムにて受理し、公表

 修正を要する事業所
システムにて報告を差し戻し、修正後に再度提出
問題がなければ １と同様に受理し、公表

★県がシステムにて公表した後に事業所の報告情報を閲覧可能となります。



４．報告を怠った場合について

介護サービス情報の報告は、介護保険法に基づく事業者の義務です。

【報告義務違反に対する措置】

 報告を拒否した場合や虚偽の報告をした場合、介護保険法第115条の35第４
項などのに基づき、都道府県知事等は必要な指導や勧告を行うことができ
る。

 指導や勧告に従わない場合、事業所名の公表や指定の取消し（事業停止）
などの行政処分の対象となり得る。

【その他の影響】

 情報が公表されない、または不正確な情報が公表された状態は、利用者が
適切な事業所選択を行う機会を奪うことになり、事業所の社会的信用の低
下にも繋がる。

 利用者の信頼を得るためにも、正確かつ timely（タイムリー）な情報公表
が不可欠である。



５．まとめ

 介護情報公表制度は、介護保険の根幹を支える重要な制度です。

 利用者の「自己選択」・「自己決定」を支援するため、事業者
の皆様の正確かつ積極的な情報報告が求められています。

 報告は法令上の義務であり、怠った場合には行政処分の対象と
なる可能性があります。

 日頃から適切な情報管理・運営を行い、定められた期限内に正
確な情報報告をお願いいたします。

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/



電子申請届出システム
について

沖縄県高齢者介護課

令和７年度集団指導



電子申請届出システムについて

介護事業所が行う各種申請・届出をオンラインで行うことにより、

文書作成等に係る事務負担軽減を目的として、厚生労働省が整備

したシステム

電子申請届出システムとは

介
護
事
業
所

電
子
申
請

届
出
シ
ス
テ
ム

指
定
権
者

指
定
権
者

申請書等を作成・出力し、郵送や持参

紙ベース
の場合

介
護
事
業
所

電子化
の場合

申請書等を作成し、
そのままシステムで提出



電子申請届出システムについて

令和６年度４月より、

電子申請・届出システムを利用しての申請・届出が原則化

＜システムにて受け付けている申請・届出＞

・新規指定 ・変更届出 ・指定更新 ・休止・廃止・再開届出

・指定辞退届出 ・指定を不要とする旨の申出 ・加算に関する届出

・開設許可事項変更申請、管理者承認申請、広告事項許可申請

（介護老人保健施設、介護医療院）

やむを得ない事情により、当該システムを利用して届出を行うことが

困難な場合、郵送、持参等の方法で申請・届出を行うことが可能

システムによる申請・届出について



電子申請届出システムについて

電子申請・届出システムを利用するには、GビズIDが必要

※GビズID：デジタル庁が整備した、１つのアカウントで

様々な行政サービスを利用できるサービス

システムの利用にあたって

GビズIDプライム

法人代表者のアカウント
※初めに作成
（法人情報を記録）

GビズIDメンバー

GビズIDメンバー

法人従業者のアカウント
※プライムを作成後に作成可
（各事業所の担当など）

プライム・メンバー共に
システムにログインして

申請が可能
（システムで申請時、
事前に登録した法人情報
や事業所情報を転記可）GビズIDメンバー



電子申請届出システムについて

トップページ > 子育て・福祉・教育 > 介護福祉 > 介護サービス

> 各種届出（介護サービス事業所向け） > 電子申請届出システム

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/kaigofukushi/1007256/1018690/1022857.html



協力医療機関との
連携について









介護職員等処遇改善加算の
取得促進事業







高齢者介護課からのお知らせ



介護保険同報メール配信システム
ページ番号： １００７３０３

指導班では、県内介護保険事業者に迅速に情報を伝えるため、
「同報メール配信システム」を導入しています。

令和４年10月以降、指導班からの情報提供はこのシステムを
通じて行いますので、各事業所のメールアドレス登録をお願い
します。

【注意事項】

１、メールアドレスは事業所番号ごとに最大３つまで登録可能
です。

２、複数サービスがあっても、１事業所番号につき３つまでで
す。

３、特定サービスごとに配信することもあるため、全サービス
が受信できるよう調整してください。

４、同報メールは送信専用で、問い合わせは担当課へお願いし
ます。



指導班へのお問い合わせについて
ページ番号： １００７２９３

【お問い合わせ先メールアドレス】
aa021156@pref.okinawa.lg.jp

※メールにて回答することもありますので、返信を受け取
れるアドレスからお問い合わせください。

【件名】
介護保険サービスに関する問い合わせ

【必要事項】
１．事業所名
２．サービス種類
３．介護保険事業所番号（10桁）
４．ご担当者名
５．電話番号
６．対応可能時間
７．問い合わせ内容（可能な限り詳細にご記載ください）



介護給付費算定に関する届出
ページ番号： １００７３１２

【加算等の届出について】

• 沖縄県指定事業所・施設の届出は県HPの案内に従い、
適切に提出してください。

• 「提出期限の厳守」「添付書類の確認」して下さい

【加算要件を満たさなくなった場合】

• 加算等の基準に該当しなくなった場合は、速やかに
届出が必要です。

• 加算は該当しなくなった日以降は算定できません。
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